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本日の内容（30分）

１ 巽岩国尋問の実施

２ 活動可能性評価‐噴火のポテンシャルという欺瞞

３ モニタリングの実力を誤解していたこと

４ 令和元年火山ガイドの不合理性
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１ 巽岩国尋問の実施
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2023.6.20 松山地裁 町田洋 甲D462 2024.3.6 鹿児島地裁 赤司二郎 甲D488

2023.7.5 広島地裁 巽好幸 甲D464 2024.7.5 福岡高裁 安池由幸 甲D499

2023.10.10 松山地裁 巽好幸 甲D466 2024.7.5 福岡高裁 櫻田道夫 甲D502

2024.2.7 鹿児島地裁 巽好幸 甲D485 2024.10.24 山口地裁岩国支部 巽好幸 甲D505

巽好幸

町田洋

東京都立大学名誉教授（第四紀学、テフラ学）

元日本第四紀学会会長、元国際第四紀学連合INQUA会長、
INQUA名誉会員、2009年第四紀学会賞受賞等

日本の第四紀学の第一人者

神戸大学名誉教授、同大学海洋底探査センター客員
教授（火山学、マグマ学）
2003年日本地学会賞、2011年日本火山学会賞、2012年
米国地球物理学連合ボーウェン賞受賞等

マグマ学の世界的権威

火山事象に関する証人尋問の実施

１ 巽岩国尋問の実施 4



⑴ 噴火予測が困難であることは火山学者の共通認識であること

⑵ 根拠①‐地下のマグマ溜まりを把握することは困難であること

⑶ 根拠②-浮力中立点より深い位置のマグマ溜まり

⑷ 根拠③-「隠れマグマ溜まり」の存在と再活性化

１ 巽岩国尋問の実施 5



巽岩国尋問における証言の要点

巽好幸
甲D505・p1

地球物理学的調査によって、マグマ溜まりが確
認できない（＝分からない）こと

≠現実に地下にマグマ溜まりが存在しないこと

科学的には同一ではないのに、これを混同して、マグ
マ溜まりが存在しないかのように評価を誤ると、万が
一の火山事象による災害が原発に到来する可能性
が十分にある。（甲D505・p1-2）

１ 巽岩国尋問の実施 》 ⑴ 噴火予測が困難であることは火山学者の共通認識であること 6



火山学会原子力問題対応委員会による提言こそ火山学者の共通認識

巽好幸

火山学会は、私が申しあげた問
題を背景にして提言された。

提言時と現在で、マグマ溜まり
の認定、存在の確実性に格段
の進歩があったとは認めていな
い。（甲D505・p2）

甲D508

本件設置変更許可処分に対する

火山学会としてのNOの意思表示

１ 巽岩国尋問の実施 》 ⑴ 噴火予測が困難であることは火山学者の共通認識であること 7

櫻田氏：見直せとは一言も
言っていない（甲D502・p54）



噴火のポテンシャル＝地下のマグマ溜まりの有無なら把握ができる？？

安池由幸

地震波トモグラフィ等の地球物理学的調査

を行えば、火山の地下に一定のマグマ溜
まりが存在しているかどうかを判断
することができ、そのようなマグマ溜まり
の有無や規模、位置などにより、カルデラ噴
火の発生可能性を評価することができると
考えた。（甲D406・p9）

櫻田道夫

噴火が多分起こらないだろうというのと、噴
火の可能性は十分小さいと判断できるとい

うのは違う。今の状態が、噴火のポテン
シャルとして大きいのか小さいのかというこ
とは、ある程度の評価はできるはず。
（甲D502・p60-61）

九州電力審査資料

「マグマ溜まりがない」といえれば、
「当面の間は噴火しない」といえ
るかもしれないが、それはできない

１ 巽岩国尋問の実施 》 ⑴ 噴火予測が困難であることは火山学者の共通認識であること 8



噴火予測の困難性に関する3つの根拠（根拠①、根拠②、根拠③）

巽好幸

運用期間中の活動可能性が十分小さいかどうかを判断するのは非常に困難。
根拠①：マグマ溜まりの規模や位置、地下構造を求めることが非常に困難だ

から。
根拠②：マグマ溜まりが形成される位置が、浮力中立点で止まるとは限らず、

それよりも深い場所の地下構造も求めないといけないから。
根拠③：マグマ溜まり内のマグマの全部または一部がマッシュである可能性が

あり、その検知は非常に困難だから。
（甲D466・番号30-31、甲D485・番号12-17、甲D505・p2）

甲D411・p5 図2

地下のマグマ溜まりが
正確に把握できるという

考え方を科学的に否定

１ 巽岩国尋問の実施 》 ⑴ 噴火予測が困難であることは火山学者の共通認識であること 9



巽好幸

正確でなければ、おぼろげであれば見落とし・見逃しはないのか？？

少なくとも日本において、地下のマグマ溜まりの位置や大きさ、形状を正確に捉えた
例はない（甲D464・p17-20、甲D411・p8、甲D466・番号30-37）

「正確」とは、おぼろげであれば把握できるという意味ではない（甲D503・p3）

確証をもって「存在する」と示された例がないという意味。正確に捉えた例がないの

だから、地下のマグマ溜まりを全く把握していない（見逃す）ということ
はいくらでもありえる。見逃し、見落としが十分にあり得る以上、原発の審査と
して問題がないとはいえない（甲D503・p3-4、甲D505・p3）

赤司二郎

大規模なマグマ溜まりが浅い所にあれば、その存在は見て取れる（甲D488・番号

467）

（巽教授や藤井教授の指摘を考慮しなくてよいのかという質問に対して）考慮し
なくていいというか、（把握が）難しいというのは、それはもうおっしゃるとおりだと
思っている（甲D488・番号490）

難しいとは言っているが、できないと言ってない（甲D488・番号491）

１ 巽岩国尋問の実施 》 ⑵ 根拠①-地下のマグマ溜まりを把握することは困難であること 10



鬼界カルデラプロジェクト‐日本で初めて高解像度のマグマ溜まりのイメージングに挑む

日本で初めてといえる

稠密な調査

甲D503・p6 図1

１ 巽岩国尋問の実施 》 ⑵ 根拠①-地下のマグマ溜まりを把握することは困難であること 11



鬼界カルデラプロジェクト-稠密な調査の結果、大規模な低速度領域がイメージングされた

甲D509・p6 図1

巽好幸

鬼界カルデラ直下の深さ3～11㎞において、
水平方向に約25㎞、鉛直方向に約8㎞の低速
度領域＝マグマ溜まりの可能性のある領域がイ
メージングされた。

その体積は、単純計算で2000㎦程度あり、
優にVEI７の噴火を起こし得る。
（甲D505・p12-13、甲D503・p6-8）

甲D509・p5

ないと思われていた場所で
マグマ溜まりが見つかることを示した

１ 巽岩国尋問の実施 》 ⑵ 根拠①-地下のマグマ溜まりを把握することは困難であること 12



鬼界カルデラの研究から示唆される事実

400

0

800

1200

1600

現在７３０0

アカホヤ噴火
約100㎦

溶岩ドーム噴火
約40㎦

現在までに、単純計算で
約2000㎦のマグマが
溜まっている可能性

巽好幸

これまで考えられていたよりも
かなり速いマグマ供給率
（甲D505・p14-15）

次の破局的噴火を起こすの
に十分なマグマが溜まってい
る可能性がある（甲D505・p8）

㎦

鬼界カルデラに特有の問題ではない
歪み速度次第で

他の火山でもあり得る

１ 巽岩国尋問の実施 》 ⑵ 根拠①-地下のマグマ溜まりを把握することは困難であること 13



浮力中立点の意味

１ 巽岩国尋問の実施 》 ⑶ 根拠②‐浮力中立点より深い位置のマグマ溜まり 14

○ 重いものは、軽いものよりも上には浮かばない。
× 軽いものは、重いものよりも必ず上に浮かぶ。

甲A575・284頁

赤司二郎

巽先生が言ってい
たとおり、深い所に
なるとその可能性
がゼロであるかとい
うと、必ずしもゼロと
は言い切れない（甲
D488・番号130）

浮力中立点より深い場所に

珪長質マグマのマグマ溜まりが
定置する可能性については

九州電力社員も否定しなかった



赤司証言は巽教授によって否定されていること

１ 巽岩国尋問の実施 》 ⑶ 根拠②‐浮力中立点より深い位置のマグマ溜まり 15

○ 重いものは、軽いものよりも上には浮かばない。
× 軽いものは、重いものよりも必ず上に浮かぶ。

甲A575・284頁

赤司二郎

上の岩盤が正にマグマ溜まりの中に陥没する、陥没することに
よって更に爆発的な噴火が起こる、…（略）…それに対して、
マグマ溜まりが深くなると、上の岩盤がどんどん厚くなっていくの
で、がぼっと陥没するということが起こりにくくなる、すなわち深く
なると破局的噴火は起こり得なくなる（甲D488・番号131）

巽好幸

（赤司氏のいう）考え方があるのは事実。
①ただ、それのみが巨大噴火を起こしているというふうに考え
られるのか、それとも、ほかのメカニズム、例えば、マグマ溜まり
内で発泡現象が非常に速く起こって、そのために圧力が上が
るというふうな、どちらが効いているかということに関して、まだ

統一的な見解は科学的に認められていない。
②岩盤が落ちにくいから、破局的噴火が起こりにくいというの

は、非常に定性的な物言い。どれぐらいの重量の地盤が
実際は落ちることが必要なのかというようなことに関する科学
的な知見は、今のところない。（甲D505・p20-21）



マッシュ状のマグマを物理探査で把握することは困難

１ 巽岩国尋問の実施 》 ⑷ 根拠③‐「隠れマグマ溜まり」の存在と再活性化 16

甲D411・p7 図3

マッシュ状

甲D485・番号325-327



国の代理人が依拠していたのは中島（2016） 地殻内のマグマ溜まりに適用できる論文ではない

１ 巽岩国尋問の実施 》 ⑷ 根拠③‐「隠れマグマ溜まり」の存在と再活性化 17

巽好幸

地下の構造等は非常に複雑で、それから、温度の
分布が一様であるかどうかというのも、よく分からない。
そのため、実際の地下で100℃の温度差があれば、
必ず1%の速度低下があるということを前提にして話
をすることはできない。（甲D505・p20-21）

また、中島（2016）は、あくまでも比較的観測しや

すい「マントルウェッジ」（左図の赤い楔形の部
分）について、速度低下が見られるという論文。

地殻は、マントルと比較すると、
その構造、岩石の種類やその
存在形態が非常に多様で複
雑で、平均速度を求めること

が非常に難しい。そのまま当
てはめることはできない。
（甲D505・p23）

甲D503・p13 図6



再活性化の有無を判断することはできない

赤司二郎

再活性化には熱源が必要だけれども、熱源も確認できていないから、今のところ
（再活性化は）考えなくてもよい（甲D488・番号481）

熱源を把握するための調査は行っていない、記憶にない（甲D488・番号482-483）

熱源があると、マッシュが再溶融化してくる、ぼこぼこ発泡してくる、地殻変動等、変
化が現れる状態になるけども、そういう熱源がない平穏な状態である、大きな変化
の兆しが見れるような状態ではないことは分かる。熱源が供給されているような機序

ではないと判断できる。そういう専門家の知見はない（甲D488・番号484-485）

巽好幸

科学的には、その証言は成り立たない。熱源と思われるものは、恐らく、今、対象と
なっているようなマッシュ状のマグマ溜まりより深い位置にあるような玄武岩質の高

温のマグマ。こういうマグマ溜まりが存在しないと、化学組成が説明できない。存在
することを前提にして探査をすることが必要（甲D505・p25-26）

（赤司氏の説明は）非常に定性的なストーリー。我々は、実際問題として、そう
いう高温のマグマが注入されたと思われる破局的噴火を観測した例がない。熱
源によって、マッシュ状のマグマ溜まりが活性化されたときに、何が起きるのかというこ
とを観測事実としては持っていないということが一番大きな原因（甲D505・p26）

１ 巽岩国尋問の実施 》 ⑷ 根拠③‐「隠れマグマ溜まり」の存在と再活性化 18



２ 活動可能性評価-噴火のポテンシャルという欺瞞

19



⑴ 火山ガイドは基準として内容に乏しいものであること

⑵ 地球物理学的調査は「必要に応じて」行うものであること

⑶ 噴火のポテンシャルは評価できるというのは欺瞞であること

２ 活動可能性評価‐噴火のポテンシャルという欺瞞 20



活動可能性が十分小さいといえるための基準について、具体的に書けず、審査任せになったこと

安池由幸

「規制庁が十分小さいという判断するための根拠を、ガイド策定の段階で、JNESとし
て一切考えていなかった」「ですので、十分小さいと言えないこともあるでしょうと考えて
いた」 （甲D499・p28）

 「基準についてあまり具体的に書けなかったため、審査任せになった」（甲D499・p48）

新規制基準検討チームでも、どのような事実が認められれば
「活動可能性が十分小さい」といえるのか議論はされなかった

中田節也

モニタリングで大規模噴火を予測できるからやりなさいとは、一言も言っていない。

そうではなくて、限りなく可能性が低いとして立地を認めた場合に、念
のためモニタリングをしなさい、ということ。
要するに、国はどうしても、（川内原発の審査を）通したかったということ。既にあ

るもの（既存原発）については、立地評価を『うすめて』通したい、という
もくろみがあったのではないか。立地評価できちんとすればよかった（甲D399・p569）

（立地評価をきちんとせずにモニタリングに）押し付けた（甲D399・p573）

２ 活動可能性評価‐噴火のポテンシャルという欺瞞 》 ⑴ 火山ガイドは基準として内容に乏しいものであること 21



活動可能性評価の中心は「過去の火山活動履歴」であり、「現在の火山の活動の状況」は補助的だったこと

甲D203・3章柱書、4章柱書

２ 活動可能性評価‐噴火のポテンシャルという欺瞞 》 ⑵ 地球物理学的調査は「必要に応じて」行うものであること 22



新規制基準検討チームでは、噴火のポテンシャルを評価することはできないとの意見が示されたこと

中田節也

（マグマ溜まりに）どれぐらいのものが溜まっているかということは、実は今の火山学で
は言えない。今どれだけ溜まっているかというのを言うのは非常に難しい。
トモグラフィーで何かマグマがあるように見える赤い図を描くことがあるが、あれでも実

はボリュームは全然わからない。どういう状態でマグマがあるかということを特定
していないので。そういう意味で、初期状態としての噴出能力がどれだけあ
る、マグマが溜まっているかということは、残念ながら今の火山学では言えない。
（甲A568・p11-12）

櫻田道夫

噴火が多分起こらないだろうというのと、噴火の可能性は十分小さいと判断できると

いうのは違う。今の状態が、噴火のポテンシャルとして大きいのか小さいのかとい
うことは、ある程度の評価はできるはず。
（甲D502・p60-61 ）

安池証言や櫻田証言は事実に反している

２ 活動可能性評価‐噴火のポテンシャルという欺瞞 》 ⑶ 噴火のポテンシャルは評価できるというのは欺瞞であること 23



RFS審査は、地下のマグマ溜まりの状況を正確に把握できるものではなかったこと

乙A66・p10

安池由幸

RFS審査において地
震波トモグラフィ等
の結果から、地下の
マグマ溜まりを把握
できると考え、これを
火山ガイドの原案作
成時に参照した（甲
D499・p35-36）

（RFS審査の一例を、一般化できると考えた
のか）そこまでの認識はない。ただ、やるべき
だと思った。少なくともそういう実績があったの
で、火山ガイドに取り入れるべきだと考えた。
（甲D499・p47-48）

できるか分からないけど努力する
という程度のものにすぎない

原発の安全確保として不十分

２ 活動可能性評価‐噴火のポテンシャルという欺瞞 》 ⑶ 噴火のポテンシャルは評価できるというのは欺瞞であること 24



RFS審査は、地下のマグマ溜まりの状況を正確に把握できるものではなかったこと

巽好幸

どのくらいの配置で、地震の数をどの
くらいの地震計で、どのくらいの期間
観測して、地下を通ってくるブロック
の中をどのくらいの地震が通過して、
その精度はどのくらいあるのかという

チェックが示されていない。この図
だけで評価することは、科学
的にはできない（甲D505・p29）

乙A66・p10

浅森・梅田（2005）や堀・長谷川（1999）は、地下にマ

グマ溜まりがないことを導ける論文ではない。この図を見て
判断するのは非常に危険（甲D505・p30）

安池由幸

RFS審査において地
震波トモグラフィ等
の結果から、地下の
マグマ溜まりを把握
できると考え、これを
火山ガイドの原案作
成時に参照した（甲
D499・p35-36）

２ 活動可能性評価‐噴火のポテンシャルという欺瞞 》 ⑶ 噴火のポテンシャルは評価できるというのは欺瞞であること 25



安池由幸

マッシュ状のマグマで形成された「隠れマグマ溜まり」を十分に検討しなかったこと

火山ガイド策定までの段階で、マグマがマッシュ状になっている場合があることは考えた
ことがあった（甲D499・p36）

新規制基準検討チームにおける議事録上、
マグマがマッシュ状である可能性については

一切議論されていない
安池証言は信用できない

（マッシュ状のマグマ溜まりについても、トモグラフィなどで、探査で

把握できるというふうに考えていたのか）マッシュでも、見える
ケースはあると思いますね（甲D499・p36-37）

安池氏も、マッシュ状のマグマ

溜まりを把握できない可
能性があることを半ば認め

ている 見えるケースはある 見えないケースもあるということ
原発の安全確保として不十分

２ 活動可能性評価‐噴火のポテンシャルという欺瞞 》 ⑶ 噴火のポテンシャルは評価できるというのは欺瞞であること 26



３ モニタリングの実力を誤解していたこと

27



⑴ モニタリングは安全確保に不可欠の前提（根っこ）とされたこと

⑵ 火山ガイド策定時にはモニタリングの実力を誤解してたこと

３ モニタリングの実力を誤解していたこと 28



原子炉を停止し、核燃料を搬出するためにモニタリングを行うことになっていたこと

甲A568・p25

３ モニタリングの実力を誤解していたこと 》 ⑴ モニタリングは安全確保に不可欠の前提（根っこ）とされたこと 29



甲D401・p7

甲D401・p7-8

モニタリングで予兆が把握できる前提で、活動可能性評価は緩やかに扱われたこと

明らかに、安全確保をモニタリングに依存している

３ モニタリングの実力を誤解していたこと 》 ⑴ モニタリングは安全確保に不可欠の前提（根っこ）とされたこと 30



安池証人は、虚偽の証言を行ったこと

安池由幸

「当初」とは、火
山ガイド案の原
案作成前に、「4
人の専門家から
ヒアリングをする
前」を指す。
（甲D499・p13）

甲A566・p30-31

火山ガイド策定時に、予兆があるとは限
らない（モニタリングで把握できない）と
分かっていたのだとしたら、緩やかな安全

を許容したということ
よりいっそう問題

弁解になっていない

「現状のガイドの考え方とか、今の審査の
流れの中では」予兆があると考えていた、
という発言の意味を説明するよう追及

説明できなかった

証言に信用性はない

３ モニタリングの実力を誤解していたこと 》 ⑵ 火山ガイド策定時にはモニタリングの実力を誤解していたこと 31



安池証人は、虚偽の証言を行ったこと

安池由幸

ヒアリング、火山
ガイドの策定段
階で、4人から言
われたことを遵守
してガイドを作っ
たが、一番最初
にそういう認識で
はあった。

甲A566・p30-31

ただ、モニタリング検討チームのとき
には、もう既にガイドが施行されてい
ろいろ言われ続けていたので、そうい
うふうな言葉を使って説明した。
（甲D499・p51）

趣旨不明。説明になっていない。

火山ガイド策定時に、予兆があるとは限
らない（モニタリングで把握できない）と
分かっていたのだとしたら、緩やかな安全

を許容したということ
よりいっそう問題

弁解になっていない

３ モニタリングの実力を誤解していたこと 》 ⑵ 火山ガイド策定時にはモニタリングの実力を誤解していたこと 32



少なくとも、安池氏以外はモニタリングの実力を誤解していたこと

安池由幸

（新規制基準検討チームの中の議論として、予兆がつかまえられるという前提で議論
が進んだのではないかという質問に）明確に覚えているのは、山田課長、要するに、
火山ガイドを作るときの担当課であった規制庁の基盤課、それから基盤課の課長、こ
の方たちとは、少なくとも、我々と同じ認識であったと考えます（甲D499・p51）

この部分については、少し説明が違うなとは思いました（甲D499・p52）

この火山ガイドの原案作成と、それからその原案を受け取って、要するに、基盤課ですよね。それ以外の片
がどのように感じたのかというのについてまでは、ちょっとその方に聞かないとよく分からない部分はあるんで

すけど、今言ったような発言であれば、少し違うかなと思います（甲D499・p53）

甲D401・p7

原規庁職員と認識が同じ、というのは虚偽の証言

３ モニタリングの実力を誤解していたこと 》 ⑵ 火山ガイド策定時にはモニタリングの実力を誤解していたこと 33



田中俊一・原子力規制委員会委員長（当時）の発言も、安池氏の認識と違うこと

安池由幸

（田中委員長の
国会答弁を聞い

て）ちょっと違う
なと思いました。
（甲D499・p62-63）

少なくとも、火山ガイド策定時に、
原規委・原規庁が、

モニタリングによって相当正確に
前兆を把握できると

誤解していたことは、
安池証言からも明らか。

３ モニタリングの実力を誤解していたこと 》 ⑵ 火山ガイド策定時にはモニタリングの実力を誤解していたこと 34



櫻田氏は未だに過ちを認めず、10年前にはなんらかの兆候を把握できると強弁していること

３ モニタリングの実力を誤解していたこと 》 ⑵ 火山ガイド策定時にはモニタリングの実力を誤解していたこと 35

櫻田道夫

10年程度ぐらい前には何らかの異常が観測できるんではな
いかと考えていた。
（何らかの過去の観測データとか、文献上の根拠はあるか）私自

身はそれは知らない。（甲D502・p43）

石原和弘

本当に、気象庁は、直前まで何も言わないということは、私は、国
家公務員としてあってはならない、そういう姿勢だと思う。
（甲D502・p60-61）

気象庁が、いろいろな例えば大噴火が起こるというのは、直前ま
では多分言われないと思う。それを当てにされたのでは、これは
（原発の安全確保として間に合わない）。あるいは起きてからかも
しれないが、それではない視点がこれは必要なわけで、それを一番こ
ちらは火山研究者は非常に気にしている。（甲A566・p23）



櫻田氏の態度は、国家公務員としてあってはならないこと

３ モニタリングの実力を誤解していたこと 》 ⑵ 火山ガイド策定時にはモニタリングの実力を誤解していたこと 36

準215・p56 図表12

大正3年桜島噴火の際、様々な異変が続く中、鹿児島測候所は、
「噴火なし」という情報を発信し続けた。その結果、科学技術を信頼し
て島に残っていた知識階級の人々を中心に、犠牲者が続出した。
島の人々は、測候所の背信を呪い、科学技術の頼りなさを糾弾する
碑文を後世に残るよう、石に刻みつけた。

住民ハ理論ニ信頼セズ、異變ヲ認知スル時ハ、未前ニ避難ノ用意尤
モ肝要トシ、平素勤倹産ヲ治メ、何時變災ニ遭モ路途ニ迷ハザル覚悟
ナカルベカラズ。

多大な犠牲のうえに、科学を過度に信頼すること（とりわけ、自然災
害が発生しないと安易に考えること）を戒めたこの碑の思いを、我々
は無駄にしてはならない。火山学に大きな不確実性が存在することを
認め、その不確実性を踏まえた保守的な評価を行うことこそが真に理
性的な態度。

櫻田氏は、噴火の予兆の把握が如何に不確実性を含むのか／現場
の苦悩を知らずに、「国家公務員としてあってはならない」などと非難し
ている。この姿勢こそ、国家公務員としてあってはならない。



専門家の位置づけを履き違え、福島第一原発事故の反省を悪用していること

３ モニタリングの実力を誤解していたこと 》 ⑵ 火山ガイド策定時にはモニタリングの実力を誤解していたこと 37

櫻田道夫

専門家からお墨付きをもらうと、自分の責任で判断しなければならないという責任意

識が希薄になってしまう、他人依存的な意識になってしまうので、福島第一原発
事故の反省を踏まえて、専門家に頼らずに審査を行っている。（甲D502・p56）

専門家「問題ない」 ×規制行政「鵜呑みにする」

専門家「問題ない」 ○規制行政「鵜呑みにしないでしっかり評価」

福島第一原発事故の反省

専門家「問題ある」 規制行政「知見として確立していない」「無視してよい」

櫻田氏の発言は倒錯も甚だしく、「福島第一原発事故の反省」を悪用している

原発の再稼働に不利な知見を考えないようにしているとしか考えようがない



４ 令和元年火山ガイドの不合理性

38



⑴ 巨大噴火とそれ以外とを区別することにした点

⑵ 「基本的な考え方」は平成25年火山ガイドと異なること

⑶ 火山ガイドに適合した場合に確保できる安全の程度（社会通念論批判）

４ 令和元年火山ガイドの不合理性 39



４ 令和元年火山ガイドの不合理性 》 ⑴ 巨大噴火とそれ以外とを区別することにした点 40

安池氏も、平成25年火山ガイドが巨大噴火とそれ以外とを区別していなかったことを認めたこと

甲D338・p9

安池由幸

大規模噴火による設計対応
不可能な火山事象の評価こそ
が重要だと感じていた。
（甲D499・p29）

（ただ、最終的には、
火山ガイドの作成の
段階では、噴火規模
によって、評価方法を

区別する形には
なっていませんね、と
の質問に対し）はい、

なっていません
（甲D499・p29）

破局的噴火こそ重要

社会通念で無視しない

巨大噴火とそれ以外を
区別する形になっていない



４ 令和元年火山ガイドの不合理性 》 ⑵ 「基本的な考え方」は平成25年火山ガイドと異なること 41

安池氏も、「差し迫った状態」とはどのような状態なのか説明ができなかったこと

安池由幸

甲D338・p9

（差し迫った状態というのは、どのような状態を
イメージしてるんですか、具体的に、との質問に
対し）この考え方で言っているこの差し迫った

状態、これは、私には説明できません。関与
していない、答えられない（甲D499・p54）

平成25年火山ガイドと
変わらないなら、関与していなくても

説明できなければおかしい

説明できないということは

内容が変わったということ



４ 令和元年火山ガイドの不合理性 》 ⑵ 「基本的な考え方」は平成25年火山ガイドと異なること 42

安池由幸

（火山ガイドの原案と、基
本的な考え方に書かれてい

ることは）少し違うなと思
います（甲D499・p53-54）

回避的な証言を続けてきた安池氏が

ついに話した本音が

自身の作った火山ガイド原案と
令和元年火山ガイドのもとになった

「基本的な考え方」は違うという証言

極めて信用性が高い

安池氏も、平成25年火山ガイドの原案と、「基本的な考え方」は違うと認識していること

甲D499・p53-54



４ 令和元年火山ガイドの不合理性 》 ⑶ 火山ガイドに適合した場合に確保できる安全の程度（社会通念論批判） 43

社会通念論は後付けの理屈であり、原規委はこれを奇貨として便乗しただけであること

櫻田道夫

私自身は、（社会通念論的な）考え方を持っていた。巨大噴火によるリスクは、日
本の国民に許容されているというふうに判断するしかないと考えていた。
裁判所の判決だったか決定だったか忘れたが、この社会通念という4文字の用語を

使って説明されている文書があって、なるほど、この用語を使うとこういうふ
うに説明できるんだと認識して、これは、規制委員会の文書を作るに当たって
も使える用語だなという話になった（甲D502・p22-23）

安池証言のとおり、新規制基準検討チームでは、破局的噴火のリスクこそ

中心に議論し、社会通念で容認できるとは考えていなかった
それが世界の原子力規制の常識だから

この常識を理解していない福岡高裁宮崎支部決定が考えたのが

「社会通念論」であり、原規委は、これを奇貨として便乗しただけ



火山ガイドに適合しても、一般的な危険施設と同程度の安全しか確保されないこと

櫻田道夫

（国民が本当にそのリスクを許容しているのか、調査検討したか）するまでもな
い。国民が許容しないなら、他の規制で巨大噴火を想定した対策が講じられるはず。
（一般的な危険施設と原発の安全を）同列に考えてはいけないという理屈が私に

は分からない（甲D502・p58-59）

原子力関連法令等の趣旨は、原発に最高度の安全を求めると
いうこと（≠絶対的安全）。

原子力基本法：安全の確保を旨とする。

規制委員会設置法：事故の発生を常に想定する。事故の

防止に最善かつ最大の努力をする。

政府事故調提言：発生確率が低い事象でも、被害の規模
が大きい場合には、しかるべき対策を立てる。
安全目標：事故時のCs137の放出量が100T㏃超となる

事故の発生頻度を100万炉年に1回程度に抑える。

これら法令等の定めは、

他の危険施設と全く
異なる。他の法令で考慮
していないというだけで、破
局的噴火のリスクを容認す

る合理的根拠が
示されていない。

４ 令和元年火山ガイドの不合理性 》 ⑶ 火山ガイドに適合した場合に確保できる安全の程度（社会通念論批判） 44



日本のガラパゴス的な社会通念で原発の安全を切り下げてはならないこと

櫻田道夫

（島崎委員が「外からこういう場合を考えなくていいのかという意見を申し上げると、

そこまでは考えなくていいんだと、…（略）…リスクを甘く見ていたのではない
か」と発言したことについて）これは福島事故につながった地震津波のことを言って
いるだけ（甲D502・p58-59）

原発の安全確保について、「確立された国際的な基準」を踏ま

えることが要求される実質的な根拠は、原発事故被害の
特異性、特に、原発事故によって周辺環境に放出された放

射性物質が、風や海流の影響によって、容易に他国にまで
到達するという被害の広範囲性に求められる。

日本の裁判官の、ガラパゴス的な社会通念で、破局的噴火の
リスクを無視した結果、他国に甚大な被害を及ぼしてはならな
い。

規制庁において、新規制基
準策定作業全体を統括す
る立場にあった櫻田氏が、
このような考えを持っている

ことに、原子力規制行
政の危うさが凝縮さ

れている。

４ 令和元年火山ガイドの不合理性 》 ⑶ 火山ガイドに適合した場合に確保できる安全の程度（社会通念論批判） 45
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